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平成16年 2月17日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1547号

告
　
示

◯
保
安
林
予
定
森
林
の
指
定
通
知
（
一
三
四
・
森
林
整
備
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
都
市
計
画
の
変
更
予
定
及
び
都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
（
一
三
五
・
都
市
計
画
課
）
…
…
…
…
…
２

◯
道
路
区
域
の
変
更
（
一
三
六
・
道
路
環
境
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

◯
道
路
区
域
の
変
更
及
び
供
用
開
始
（
一
三
七
、
一
三
八
・
道
路
環
境
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
２

◯
道
路
の
供
用
開
始
（
一
三
九
、
一
四
〇
・
道
路
環
境
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

公
　
告

◯
土
地
改
良
区
の
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
等
の
認
可
申
請
を
適
当
と
す
る
旨
の
決
定
（
秋

田
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

◯
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定
（
山
本
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

◯
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定
（
秋
田
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

◯
個
人
演
説
会
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
名
称
等
の
変
更
（
二
一
）
…
…
…
…
…
…
…
４

秋
田
県
告
示
第
百
三
十
四
号

農
林
水
産
大
臣
か
ら
次
の
森
林
を
保
安
林
予
定
森
林
と
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
森
林
法

（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
十
七
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
（一）

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

仙
北
郡
田
沢
湖
町
田
沢
字
扇
又
沢
・
字
小
扇
又
沢
・
字
ア
ザ
ミ
沢
・
字
水
尻
合
沢
・
玉
川
字

湯
渕
沢
・
字
黒
森
沢
・
字
金
倉
沢
・
字
雑
魚
ノ
沢
・
字
戸
瀬
沢
・
字
獅
子
鼻
沢
・
字
横
笛
沢
・

田
沢
字
大
深
沢
・
字
小
和
瀬
・
生
保
内
字
相
内
沢
・
字
長
内
沢
・
字
八
木
沢
・
字
弥
兵
エ
沢
・

字
部
名
垂
沢
・
字
大
影
小
影
（
以
上
十
九
字
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

（二）

指
定
の
目
的
　
水
源
の
か
ん
養

（三）

指
定
施
業
要
件

（１）

立
木
の
伐
採
の
方
法

ア
　
次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
立
木
の
伐
採
を
禁
止
す
る
。

田
沢
字
小
扇
又
沢
・
字
ア
ザ
ミ
沢
・
玉
川
字
湯
渕
沢
・
字
黒
森
沢
・
字
金
倉
沢
・
字
雑

魚
ノ
沢
・
字
戸
瀬
沢
・
字
獅
子
鼻
沢
・
字
横
笛
沢
・
田
沢
字
大
深
沢
・
字
小
和
瀬
・
生
保

内
字
相
内
沢
・
字
長
内
沢
・
字
弥
兵
エ
沢
（
以
上
十
四
字
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分

に
限
る
。
）

イ
　
次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

田
沢
字
扇
又
沢
・
字
小
扇
又
沢
・
字
ア
ザ
ミ
沢
・
字
水
尻
合
沢
・
玉
川
字
湯
渕
沢
・
字

黒
森
沢
・
字
金
倉
沢
・
字
戸
瀬
沢
・
字
獅
子
鼻
沢
・
字
横
笛
沢
・
田
沢
字
大
深
沢
・
字
小

和
瀬
・
生
保
内
字
相
内
沢
・
字
長
内
沢
・
字
八
木
沢
・
字
弥
兵
エ
沢
・
字
部
名
垂
沢
・
字

大
影
小
影
（
以
上
十
八
字
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

ウ
　
そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

エ
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に

係
る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

オ
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（２）

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

二
（一）

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

仙
北
郡
田
沢
湖
町
田
沢
字
扇
又
沢
・
字
小
扇
又
沢
（
以
上
二
字
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部

分
に
限
る
。
）

（二）

指
定
の
目
的
　
土
砂
の
流
出
の
防
備

（三）

指
定
施
業
要
件

（１）

立
木
の
伐
採
の
方
法

ア
　
次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
立
木
の
伐
採
を
禁
止
す
る
。

字
小
扇
又
沢
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

イ
　
次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
扇
又
沢
・
字
小
扇
又
沢
（
以
上
二
字
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

ウ
　
そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

エ
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に

係
る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

オ
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

１

告
　
　
　
　
　
　
示

ペ
ー
ジ
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二
　
道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
環
境
課

（二）

期
間
　
平
成
十
六
年
二
月
十
七
日
か
ら
同
年
三
月
一
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
百
三
十
七
号

（２）

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
農
林
水
産
部

森
林
整
備
課
及
び
仙
北
地
域
振
興
局
農
林
部
並
び
に
仙
北
郡
田
沢
湖
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に

供
す
る
。
）

秋
田
県
告
示
第
百
三
十
五
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画

を
変
更
す
る
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
と
お
り
公
告
し
、
当
該
都
市
計
画
の
案
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
六
年
二
月
十
七
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
都
市
計
画
の
種
類

道
路

二
　
都
市
計
画
の
案
の
名
称

男
鹿
都
市
計
画
道
路
の
変
更
（
三
・
三
・
七
号
男
鹿
秋
田
腺
及
び
三
・
四
・
四
号
男
鹿
臨
港
線
）

三
　
都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区
域

（一）

三
・
三
・
七
号
男
鹿
秋
田
線

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道
路

の
区
域
を
変
更
し
、
供
用
を
開
始
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
十
七
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

変
更
す
る
部
分
　
男
鹿
市
船
越
字
内
子
及
び
字
一
向
、
脇
本
脇
本
字
中
野
、
字
上
中
野
、
字

下
中
野
、
字
石
館
、
字
大
石
館
、
字
上
谷
地
、
字
尼
池
、
字
稲
荷
下
及
び
字
横
町
道
上

（二）

三
・
四
・
四
号
男
鹿
臨
港
線

変
更
す
る
部
分
　
男
鹿
市
船
川
港
南
平
沢
字
明
王
堂
前
、
字
大
畑
台
、
船
川
字
芦
沢
、
字
化

世
沢
、
字
外
ケ
沢
、
字
栄
町
、
字
元
浜
町
、
字
泉
台
、
金
川
字
姫
ケ
沢
、
字
上
ノ
山
、
字
金
川
、

字
金
川
台
、
字
留
山
、
比
詰
字
羽
立
及
び
字
餅
ケ
沢
、
脇
本
田
谷
沢
字
要
沢
、
脇
本
脇
本
字
七

ノ
沢
、
字
横
町
道
上
、
字
横
町
道
下
、
字
脇
本
、
字
下
谷
地
及
び
字
内
郷
、
船
越
字
内
子
、
字

一
向
及
び
字
船
越

四
　
都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
場
所

（一）

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
建
設
交
通
部
都
市
計
画
課

（二）

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
二
号
　
秋
田
地
域
振
興
局
建
設
部
都
市
計
画
課

（三）

男
鹿
市
船
川
港
船
川
字
泉
台
六
十
六
番
地
の
一
　
男
鹿
市
産
業
建
設
部
都
市
下
水
道
課

五
　
都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
期
間
　
平
成
十
六
年
二
月
十
七
日
（
火
）
か
ら
同
年
三
月
二
日
（
火
）

ま
で

秋
田
県
告
示
第
百
三
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
十
七
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

２

一
　
道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

一

般

国

道

路
　
　
線
　
　
名

三
百
九
十
七
号

三
百
九
十
七
号

旧
新
別

旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

六
・
五
〇
〜
二
一
・
〇
〇

一
一
・
〇
〇
〜
二
六
・
五
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

〇
・
二
七
〇

〇
・
二
七
〇

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

雄
勝
郡
東
成
瀬
村
岩
井
川
字
沼
又
四
七
番
一
地
先
か
ら
字
馬
場
三
九
番
三
ま
で

〃
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二
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
六
年
二
月
十
七
日

三
　
道
路
の
区
域
及
び
使
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
環
境
課

（二）

期
間
　
平
成
十
六
年
二
月
十
七
日
か
ら
同
年
三
月
一
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
百
三
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
十
七
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
供
用
開
始
の
区
間

二
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
六
年
二
月
十
七
日

三
　
道
路
の
区
域
及
び
使
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
環
境
課

（二）

期
間
　
平
成
十
六
年
二
月
十
七
日
か
ら
同
年
三
月
一
日
ま
で

二
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
六
年
二
月
十
七
日

三
　
供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
環
境
課

（二）

期
間
　
平
成
十
六
年
二
月
十
七
日
か
ら
同
年
三
月
一
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
百
三
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道
路

の
区
域
を
変
更
し
、
供
用
を
開
始
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
十
七
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

３

一
　
道
路
の
区
域
及
び
供
用
開
始
の
区
間

道
路
の
種
類

一

般

国

道

路
　
　
線
　
　
名

三
百
九
十
七
号

三
百
九
十
七
号

旧
新
別

旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

六
・
五
〇
〜
二
一
・
〇
〇

一
三
・
〇
〇
〜
二
九
・
五
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

〇
・
一
二
二

〇
・
一
二
二

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

雄
勝
郡
東
成
瀬
村
岩
井
川
字
沼
又
四
七
番
一
地
先
か
ら
字
野
尻
九
番
七
一
ま
で

〃

一
　
道
路
の
区
域
及
び
供
用
開
始
の
区
間

道
路
の
種
類

県

道

路
　
　
線
　
　
名

横
手
東
成
瀬
線

横
手
東
成
瀬
線

旧
新
別

旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

四
・
八
〇
〜
一
六
・
八
〇

七
・
二
〇
〜
五
六
・
五
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

〇
・
一
七
八

〇
・
一
七
八

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

雄
勝
郡
東
成
瀬
村
岩
井
川
字
野
頭
一
八
番
地
先
か
ら
三
六
番
二
七
地
先
ま
で

〃

道
路
の
種
類

一

般

国

道

路
　
線
　
名

百
八
号

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

雄
勝
郡
雄
勝
町
秋
ノ
宮
字
殿
上
八
番
三
〇
か
ら
八

番
二
六
ま
で
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秋
田
県
告
示
第
百
四
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
十
七
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
供
用
開
始
の
区
間

二
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
六
年
二
月
十
七
日

三
　
供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
環
境
課

（二）

期
間
　
平
成
十
六
年
二
月
十
七
日
か
ら
同
年
三
月
一
日
ま
で

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
雄
和
土
地
改
良
区
か
ら
な
さ
れ
た
新
た
な
土
地
改
良
事
業
の

施
行
に
係
る
申
請
を
適
当
と
決
定
し
た
の
で
、
同
法
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
八
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
十
七
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
縦
覧
に
供
す
べ
き
書
類
の
名
称
　
土
地
改
良
事
業
（
向
野
地
区
農
地
等
高
度
利
用
促
進
事
業

（
農
地
維
持
保
全
型
）
計
画
書
及
び
定
款
の
写
し
）

二
　
縦
覧
期
間
　
平
成
十
六
年
二
月
二
十
日
か
ら
同
年
三
月
十
八
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所
　
雄
和
町
役
場

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
者
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
県
営
土
地
改
良
事
業
の
施
行
に
係
る
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の

で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
十
七
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
琴
丘
町
鹿
渡
字
高
屋
敷
六
十
四
の
一
田
中
長
ほ
か
十
四
人

（一）

縦
覧
に
供
す
べ
き
書
類
の
名
称
　
県
営
土
地
改
良
事
業
（
ヒ
ダ
ケ
地
区
た
め
池
等
整
備
事
業
）

計
画
書
の
写
し

（二）

縦
覧
期
間
　
平
成
十
六
年
二
月
十
七
日
か
ら
同
年
三
月
十
五
日
ま
で

（三）

縦
覧
場
所
　
琴
丘
町
役
場

二
　
能
代
市
字
戸
草
沢
五
番
地
九
若
松
健
悦
ほ
か
十
五
人

（一）

縦
覧
に
供
す
べ
き
書
類
の
名
称
　
県
営
土
地
改
良
事
業
（
旭
沢
地
区
た
め
池
等
整
備
事
業
）

計
画
書
の
写
し

（二）

縦
覧
期
間
　
平
成
十
六
年
二
月
十
七
日
か
ら
同
年
三
月
十
五
日
ま
で

（三）

縦
覧
場
所
　
能
代
市
役
所

三
　
能
代
市
字
大
内
田
六
十
一
番
地
大
山
勝
史
ほ
か
十
五
人

（一）

縦
覧
に
供
す
べ
き
書
類
の
名
称
　
県
営
土
地
改
良
事
業
（
小
友
沼
地
区
た
め
池
等
整
備
事
業
）

計
画
書
の
写
し

（二）

縦
覧
期
間
　
平
成
十
六
年
二
月
十
七
日
か
ら
同
年
三
月
十
五
日
ま
で

（三）

縦
覧
場
所
　
能
代
市
役
所

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
男

鹿
市
北
浦
西
水
口
字
堂
ノ
前
八
十
番
地
二
戸
嶋
幸
三
ほ
か
十
六
人
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
県
営
土
地
改

良
事
業
の
施
行
に
係
る
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公

告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
十
七
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
縦
覧
に
供
す
べ
き
書
類
の
名
称
　
県
営
土
地
改
良
事
業
（
一
ノ
目
潟
地
区
た
め
池
等
整
備
事
業
）

計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間
　
平
成
十
六
年
二
月
十
八
日
か
ら
同
年
三
月
十
六
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所
　
男
鹿
市
役
所

秋
選
管
告
示
第
二
十
一
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、

個
人
演
説
会
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
名
称
等
を
変
更
し
た
旨
、
太
田
町
選
挙
管
理
委
員

会
か
ら
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
十
七
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
加
　
藤
　
　
　
堯
　

４

道
路
の
種
類

一

般

国

道

路
　
線
　
名

百
八
号

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

雄
勝
郡
雄
勝
町
秋
ノ
宮
字
畑
一
二
四
番
か
ら
一
二

三
番
ま
で

公
　
　
　
　
　
　
告

選
挙
管
理
委
員
会
告
示
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変
更
後

変
更
前

５

施
設
の
名
称

太
田
町
立
町
民
体

育
館

施
　
設
　
の
　
所
　
在
　
地

仙
北
郡
太
田
町
横
沢
字
堤
田
三
百
六
十

九
番
地
一

変

更

年

月

日

平
成
十
五
年
三
月
七
日

施
設
の
名
称

太
田
町
農
村
勤
労

福
祉
施
設

施
　
設
　
の
　
所
　
在
　
地

仙
北
郡
太
田
町
横
沢
字
堤
田
三
百
六
十

九
番
地

指

定

年

月

日

平
成
七
年
十
二
月
七
日
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秋
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